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「オフィスあんしんセキュリティーサービス MA」はTrellixのクラウドサービスMVISON Standard/Plusをベースに富士フイルムビジネ
スイノベーションのコンタクトセンターを付加したサービスです。
本資料はお客様がmacOS 14との組み合わせで本サービスをご利用頂くにあたり、御確認いただきたい内容やご利用のための手順を記載
したものです。
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本資料の対象は、現在macOS 13以下のバージョンのmacOSが稼働している端末で「オフィスあんしん
セキュリティーサービスMA」をご利用されており、かつ端末上のOSをmacOS 14へバージョンアップ
されるご予定のお客様です。

本資料では、上記の条件に当てはまるお客様を対象に、macOS 14へmacOSをバージョンアップされる
前にご確認いただきたい内容と実施していただきたい手順を記載しています。次ページ以降の記述をご
参照いただき、作業の実施をお願いします。

macOS 14が稼働している端末へ新たに「オフィスあんしんセキュリティーサービスMA」をインストー
ルされるお客様は本資料の対象外です。
この場合、インストールガイド記載の通常の手順に従って 「オフィスあんしんセキュリティーサービス
MA」をインストールいただけます。

本資料の対象のお客様

Trellix、Trellixロゴは、米国Musarubra US LLCまたはその子会社の米国その他の国における商標です。
McAfeeとMcAfeeのロゴは、米国およびその他の国におけるMcAfee LLCの商標です。
その他、本資料に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。



3

「脅威対策」のバージョン 「10.7.9(242)」以上からmacOS 14に対応しております。
ご利用の端末のOSをmacOS 14へバージョンアップされる前に、ご利用の端末にインストールされている「脅威対策」
のバージョンが「10.7.9(242)」以上になっていることを御確認下さい。
確認方法は、以下の２通りです。

１．端末上で御確認いただく方法 (管理端末の台数が少ない場合に適しています)
(1) メニューバー上でTrellixアイコンをクリックし、メニューから「バージョン情報」を選択
(2) 表示される「脅威対策」のバージョンが「10.7.9(242)」以降であることを確認

macOS 14へバージョンアップされる前に御確認頂きたいこと（１）



4

２．管理コンソールから御確認いただく方法(管理端末の台数が多い場合に適しています)
(1) 管理コンソールにログインして[システム ツリー]で確認対象の端末が含まれるグループを選択
(2) 確認したい端末のシステム名を選択
(3) [製品]タブ選択後に「Endpoint Security Threat Prevention」のバージョンが「10.7.9.242」以上であることを

確認

macOS 14へバージョンアップされる前に御確認頂きたいこと（２）
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「脅威対策」のバージョンが「10.7.9(242)」未満の場合、以下のいずれかの方法で脅威対策をバージョンアップした
後に、macOS 14へのバージョンアップを実施頂きますようお願い申し上げます。

1. 導入済の「脅威対策」がバージョンアップされるのをお待ちいただく
(デフォルト設定では60分間隔で端末が管理コンソールと通信し、自動的にバージョンアップを実行します)

２．管理コンソールの[システム ツリー]からバージョンアップ対象の端末をチェックし、[エージェント ウェークアッ
プ]を選択して強制的にバージョンアップを実行していただく

「脅威対策」のバージョンが「10.7.9(242)」未満の場合
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「脅威対策」のバージョンが「10.7.9(242)」未満の状態で端末のOSをmacOS 14へバージョンされた
場合、メニューバー上にTrellixアイコンが表示されない事象が発生します。

これを解決するためには、前ページ『「脅威対策」のバージョンが「10.7.9(242)」未満の場合』の記
載にしたがって、「脅威対策」を「10.7.9(242)」以上へバージョンアップをしていただきますようお
願い申し上げます。

「脅威対策」が「10.7.9(242)」以上へバージョンアップされた後には、macOS 14のメニューバー上
でTrellixアイコンが表示されるようになります。

導入されている「脅威対策」のバージョンが「10.7.9(242)」未満の状
態で端末のOSをmacOS 14へバージョンアップされた場合
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本資料についての問合せについて（ご契約のお客様）
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「富士フイルムビジネスイノベーションコンタクトセンター」

本サービスのお申し込み時にご登録いただいた、お客様管理者からの、日本
語の電話・メールでのお問い合せに対して、助言いたします。提供するサー
ビス以外のサービスに関するお問い合わせ、その他のソフトウェア、ハード
ウェア等に関する問い合せは除くものとします。
１．電子メールによる受付時間

0：00から24：00
２．電子メールおよび電話による対応時間

国民の祝日および年末年始（12月30日から1月3日）を除く次の時間帯
9：00から17：30（お昼休みを除く）

ご契約のお客様について、本資料に関するお問合せにつきましては、下記、
富士フイルムビジネスイノベーションのコンタクトセンターまでご連絡くだ
さい。
なお、お問合せに際し、 8桁のお客様番号が必要になりますのでご契約時の

通知メールをご参照ください。




